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問 題 司法書士法務一郎は，平成 28年 1月 20日に事務所を訪れた東京商事株式会社の代表

取締役から，別紙 1から 3の書類の交付を受け，別紙 4のとおり事情を聴取しその他の

必要書類の交付を受けた。司法書士法務一郎は，登記すべき事項や登記のための要件な

どを説明したところ，東京商事株式会社の代表取締役は必要な登記申請書の作成及び登

記申請の代理を司法書士法務一郎に依頼した。司法書士法務一郎が当該依頼に基づいて

本店の所在地において登記の申請をする際の，登記所に提出する申請書に記載すべき事

項のうち必要事項を答案用紙第 1欄に記載しなさい。 

また，平成 28 年 1 月 20 日の依頼に基づく登記完了後，司法書士法務一郎は，平成

28 年 2 月 10 日に事務所を訪れた東京商事株式会社の代表取締役から，同日交付を受け

た東京商事株式会社の登記事項証明書及び別紙 5及び 6の書類の交付を受け，別紙 7の

とおり事情を聴取しその他の必要書類の交付を受けた。司法書士法務一郎は，登記すべ

き事項や登記のための要件などを説明したところ，東京商事株式会社の代表取締役は必

要な登記申請書の作成及び登記申請の代理を司法書士法務一郎に依頼した。司法書士法

務一郎が当該依頼に基づいて本店の所在地において登記の申請をする際の，登記所に提

出する申請書に記載すべき事項のうち必要事項を答案用紙第 2欄に記載しなさい。 

 

(答案作成上の注意事項) 

1 東京商事株式会社においては，明記されている場合を除き，定款に法令の規定と

異なる別段の定めはないものとする。 

2 別紙中，(中略)，(省略)又は(以下省略)と記載されている部分は，有効な記載が

あるものとする。 

3 登記の申請書に添付すべき書面は，問題文に特段の記載がない限り，すべて整え

られており，議事録には，所要の記名押印がされているものとする。 

4 登記の申請書に添付すべき書面について他の書面を援用することができることが明

らかなときは，これを援用しなければならない。 

5 登記の申請書に添付を要しない書面については，解答欄に記載してはならない。 

6 東京商事株式会社では代表取締役として選定される者は選定とあわせて登記所に

印鑑を提出しているものとする。 
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別紙 1 

登記事項証明書の内容の抜粋 

会社法人等番号     0100-01-000365 

商 号         東京商事株式会社 

本 店         東京都千代田区西神田二丁目 2番 2号 

公告をする方法     官報に掲載してする。 

会社成立の年月日    平成 26年 4月 1日 

目 的         1 ＯＡ器機の販売 

2 前号に付帯する一切の事業 

発行可能株式総数    400株 

発行済株式の総数並びに 発行済株式の総数     

種類及び数         100株     

               82株   平成 27年 6月 12日変更 

資本金の額       金 300万円 

株式の譲渡制限に    当会社の株式は，取締役会の承認がなければ譲渡することができ 

関する規定       ない 

役員に関する事項    取締役 甲野一郎   

取締役 乙野次郎   

取締役 丙野三郎 

取締役 丁野四郎 

東京都千代田区大手町二丁目 2番 2号 

代表取締役 乙野次郎  

東京都新宿区高田馬場三丁目 3番 3号 

代表取締役 甲野一郎   平成 27年 12月 12日就任 

監査役 山崎進      平成 27年 9月 1日死亡 

監査役 赤橋花子     平成 27年 9月 12日就任 

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定 

する旨の定款の定めがある 

支 店         1 東京都新宿区西新宿四丁目 4番 4号 

取締役会設置会社に関する事項 取締役会設置会社 

監査役設置会社に関する事項  監査役設置会社 

登記記録に関する事項     設立 
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別紙 2 

平成 28年 1月 4日取締役会の議事概要 

 

取締役及び監査役全員出席 

 

第 1号議案 株式分割の件 

議長は，下記の通り株式の分割をしたい旨を述べ，その可否を諮ったところ，全員異議な

く承認した。 

1 株式の分割により増加する株式の分割前の発行済株式に対する割合 0.4 

2 基準日               平成 28年 1月 19日 

3 株式の分割がその効力を生じる日   平成 28年 1月 19日 

 

第 2号議案 代表取締役の退任及び選定の件 

 議長は，取締役乙野次郎が発言を求めたのでこれを許したところ，乙野次郎は体調不良によ

り本日代表取締役を辞任する旨の申し出をした。出席者全員がこれを了承した。 

 また，議長は後任の代表取締役を選定することを諮ったところ，出席取締役全員の一致をも

って，次のとおり選定した。 

なお，被選定者は，その就任を承諾した。 

東京都千代田区内幸町一丁目 1番 1号 

代表取締役 丙野三郎 
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別紙 3  

平成 28年 1月 10日臨時株主総会の議事概要 

 

株主総数         4名 

議決権を有する株主数   4名 

その議決権数       82個 

議決権を有する出席株主  3名 

その有する議決権数    72個 

 

第 1号議案 定款一部変更の件 

議長は，下記の通り発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の定めを定款

第 20条の 2として設けたい旨を述べ，その可否を諮ったところ，全員異議なく承認した。 

定款第 20条の 2（発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容） 

 当会社は，普通株式，第一種優先株式及び第二種優先株式を発行する。 

2 普通株式の発行可能種類株式総数は 300 株，第一種優先株式の発行可能種類株式総数は

50株，第二種優先株式の発行可能種類株式総数は 50株とする。 

3 第一種優先株式は，毎決算期において，普通株式に先立ち年 5000 円を超えない範囲内

で株主総会の決議で定める額の剰余金の配当を受けるものとする。 

 4 第二種優先株式は，毎決算期において，普通株式に先立ち年 5000円を超えない範囲内で

株主総会の決議で定める額の剰余金の配当を受けるものとする。 

 

第 2号議案 定款一部変更の件 

議長は，定款第 20 条の株式譲渡制限の定めを下記のように変更したい旨を述べ，その可否

を諮ったところ，全員異議なく承認した。 

定款第 20条（株式の譲渡制限） 

当会社の第一種優先株式を譲渡により取得するには，当会社の承認を要する。 

2 当会社の第一種優先株式を当会社の株主が譲渡により取得する場合には，当会社の承認

があったものとみなす。 

3 第 1項の承認は取締役会の決議によってする。 

 

第 3号議案 定款変更の件 

 議長は，定款第 32 条 2 項の監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めを

廃止したい旨を述べ，その可否を諮ったところ，全員異議なく承認した。 
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別紙 4 

司法書士の聴取記録 

 

1 平成 28年 1月 4日における東京商事株式会社の株主及びその有する株式数は次の通りであ

る。  

甲野一郎  41株 

甲野花子  21株 

  甲野与吉  10株 

  甲野玲子  10株 

2 別紙 2 にかかる取締役会には取締役及び監査役が全員出席し，その終了後直ちに取締役会

議事録が作成され，出席者全員が署名した。甲野一郎については署名のほか登記所届出印が

押印されている。 

3 別紙 2 第 2 号議案に関して，取締役会終了後，乙野次郎からは辞任届，丙野三郎からは就

任承諾書が提出された。これらの書面には，同人らの氏名及び住所の記載があり署名押印

（市区町村登録印）がされている。 

4 別紙 3 にかかる株主総会は，甲野一郎が議長を務め取締役全員が出席した。当該株主総会

終了後直ちにその議事録が作成され，議長並びに出席取締役が署名した。 

5 東京商事株式会社は，平成 27年 12月 12日に，代表取締役の員数を 2名とする旨の定款変

更決議を行った。 

6 東京商事株式会社の事業年度は，毎年 4月 1日から翌年 3月 31日までである。 
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別紙 5  

平成 28年 2月 5日臨時株主総会の議事概要 

 

（議決権を有する株主全員出席） 

 

第 1号議案 定款一部変更の件 

議長は，下記の通り定款第 20 条の株式譲渡制限の定めを下記のように変更したい旨を述べ，

その可否を諮ったところ，全員異議なく承認した。 

定款第 20条（株式の譲渡制限） 

当会社の第一種優先株式及び第二種優先株式を譲渡により取得するには，当会社の承認を

要する。 

2 当会社の第一種優先株式を当会社の株主が譲渡により取得する場合には，当会社の承認

があったものとみなす。 

3 第 1項の承認は取締役会の決議によってする。 

 

第 2号議案 定款一部変更の件 

議長は，下記の通り発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の定めである

定款第 20条の 2を変更したい旨を述べ，その可否を諮ったところ，全員異議なく承認した。 

定款第 20条の 2（発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容） 

 当会社は，普通株式，第一種優先株式及び第二種優先株式を発行する。 

2 普通株式の発行可能種類株式総数は 300 株，第一種優先株式の発行可能種類株式総数は

50株，第二種優先株式の発行可能種類株式総数は 50株とする。 

3 第一種優先株式は，毎決算期において，普通株式に先立ち年 5000 円を超えない範囲内

で株主総会の決議で定める額の剰余金の配当を受けるものとする。 

 4 第二種優先株式は，毎決算期において，普通株式に先立ち年 5000円を超えない範囲内で

株主総会の決議で定める額の剰余金の配当を受けるものとする。 

5 普通株式を有する株主により構成される種類株主総会においては，取締役を 4 名選任で

きる。第一種優先株式を有する株主により構成される種類株主総会及び第二種優先株式を

有する株主により構成される種類株主総会においては，取締役を選任することができない。 

 

第 3号議案 第一種優先株式の優先配当額の件 

 議長は，来月第一種優先株式を発行する予定である旨を述べ，その優先配当額を金 5000 円
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としたい旨を述べ，その可否を諮ったところ，全員異議なく承認した。 

 

第 4号議案 監査役選任の件 

 議長は，監査役赤橋花子が死亡した旨を報告し，その後任者を選任する必要がある旨を述べ

たところ，議場より当会社の子会社である新宿商事株式会社の取締役である白田雪子を推す旨

の発言があり，その選任の可否を議場に諮ったところ，全員異議なく承認可決した。 

 白田雪子は直ちに監査役への就任を承諾した。 

 

 

（以下省略） 
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別紙 6 

平成 28年 2月 6日取締役会の議事概要 

 

丙野三郎を除く取締役及び監査役全員出席 

 

第 1号議案 代表取締役の解職の件 

 議長は，先月丙野三郎を代表取締役として選定したが，同人はその職務に耐え得ないことが

明らかになったことから，同人につき代表取締役の職を解きたい旨を諮ったところ，出席取締

役全員がこれを承認した。 

 

第 2号議案 代表取締役の選定の件 

 議長は，代表取締役を選定したい旨を述べ，その可否を諮ったところ，出席取締役の全員一

致をもって，次のとおり選定した。 

なお，被選定者は，直ちに就任を承諾した。 

東京都新宿区本塩町四丁目 4番 4号 

代表取締役 丁野四郎 
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別紙 7  

司法書士の聴取記録 

 

1 別紙 5 にかかる株主総会は，甲野一郎が議長を務め取締役全員が出席した。当該株主総会

終了後直ちにその議事録が作成され，議長並びに出席取締役が署名した。 

2 平成 28年 1月 27日に監査役赤橋花子が死亡した旨の届出書が，同人の家族から同月 31日

に会社に提出された。 

3 別紙 5 第 4 号議案に関して，白田雪子から決議後就任承諾書が提出された。当該就任承諾

書には，白田雪子の氏名及び住所の記載があり同人の署名がある。また，白田雪子は平成 28

年 2月 6日に新宿商事株式会社の取締役を辞任した。 

4 別紙 6 にかかる取締役会は，甲野一郎が議長を務め取締役全員が出席した。当該取締役会

終了後直ちにその議事録が作成され，出席者全員が署名押印（甲野一郎は登記所届出印，他

の者は市区町村登録印）した。 

5 別紙 6 第 2 号議案に関して，丁野四郎から決議後就任承諾書が提出された。当該就任承諾

書には，丁野四郎の氏名及び住所の記載があり同人の署名がある。 
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【解答例】 

第 1欄  

ア 登記の事由 

 株式分割 

発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の設定 

代表取締役の変更 

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの廃止 

イ 登記すべき事項 

 平成２８年１月１９日変更 

  発行済株式総数 １１４株 

   各種株式の数 

     普通株式 １１４株 

    

平成２８年１月１０日設定 

発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容 

普通株式    ３００株 

第一種優先株式  ５０株 

第二種優先株式  ５０株 

第一種優先株式は，毎決算期において，普通株式に先立ち年５０００円を超えな

い範囲内で株主総会の決議で定める額の剰余金の配当を受けるものとする。 

第二種優先株式は，毎決算期において，普通株式に先立ち年５０００円を超えな

い範囲内で株主総会の決議で定める額の剰余金の配当を受けるものとする。 

 

 平成２８年１月４日代表取締役乙野次郎辞任 

 

 平成２８年１月４日就任 

  東京都千代田区内幸町一丁目１番１号  

代表取締役 丙野三郎 

 

 平成２８年１月１０日監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定

め廃止 

ウ 登録免許税の額（内訳の記載を要しない） 

 金４万円 

エ 添付書類の名称及び必要な通数 

 株主総会議事録         １通 
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 取締役会議事録         １通 

 辞任届             １通 

 代表取締役の就任承諾書     １通 

 印鑑証明書           ２通 

 委任状             １通 

 

第 2欄 

ア 登記の事由 

 株式の譲渡制限に関する規定の変更 

発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更 

 代表取締役及び監査役の変更 

イ 登記すべき事項 

 平成２８年２月５日変更 

  株式の譲渡制限に関する規定 

   当会社の第一種優先株式及び第二種優先株式を譲渡により取得するには，当会社の

承認を要する。 

   当会社の第一種優先株式を当会社の株主が譲渡により取得する場合には，当会社の

承認があったものとみなす。 

 

平成２８年２月５日変更 

発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容 

  普通株式    ３００株 

  第一種優先株式  ５０株 

  第二種優先株式  ５０株 

   第一種優先株式は，毎決算期において，普通株式に先立ち年５０００円の剰余金の

配当を受けるものとする。  

 

第二種優先株式は，毎決算期において，普通株式に先立ち年５０００円を超えない

範囲内で株主総会の決議で定める額の剰余金の配当を受けるものとする。 

 

 平成２８年１月１０日監査役赤橋花子退任 

 

 平成２８年２月５日就任 

  監査役 白田雪子 

 平成２８年２月６日就任 

  東京都新宿区本塩町四丁目４番４号  

   代表取締役 丁野四郎 
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ウ 登録免許税の額（内訳の記載を要しない） 

 金４万円 

エ 添付書類の名称及び必要な通数 

株主総会議事録     １通 

 取締役会議事録     １通 

代表取締役の就任の承諾を証する書面は取締役会議事録の記載を援用する 

印鑑証明書       １通 

監査役の就任承諾書   １通 

監査役の本人確認証明書 １通 

委任状         １通 
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【論 点】 

１．株式の分割による変更の登記 

２．代表取締役の退任の登記 

３．株式の譲渡制限に関する規定の変更の登記 

４．発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の設定の登記 

５．発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更の登記 

６．兼任禁止規定違反の監査役の就任登記 

７．権利義務監査役の死亡による退任登記 

８．権利義務代表取締役の解任 

 

【解 説】 

１．株式の分割による変更の登記 

(1) 株式の分割による変更 

株式の分割をするためには，その都度， 

①分割の割合及び基準日 

②分割の効力発生日 

③種類株式発行会社である場合には，分割する株式の種類 

について，以下の機関において定めなければならない（会社法183条2項）。 

・（非取締役会設置会社）株主総会（普通決議） 

・（取締役会設置会社）取締役会の決議 

(3) 登録免許税 

金 3万円（登免法別表 1.24.(1)ツ） 

(4) 添付書類 

① 取締役会議事録（別紙 2 商登法 46条 2項） 

② 委任状（商登法 18条） 

 

２．代表取締役の退任の登記 

代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役（登記所に印鑑を提出した者

に限る。以下この項において「代表取締役等」という。）の辞任による変更の登記の申請

書には，当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成し

た証明書を添付しなければならない。ただし，当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提

出している印鑑とが同一であるときは，この限りでない（商登規 61条 6項）。 

本問においては，印鑑提出者である乙野次郎の押印は登記所に提出している印鑑ではな

いため，原則どおり市区町村長の作成した印鑑証明書を添付する。 
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３．株式の譲渡制限に関する規定の変更の登記 

(1) 株式の譲渡制限に関する規定の変更（別紙 3 第 2号議案，別紙 5 第 1号議案） 

株主総会の特別決議による定款の変更手続でよい（会社法 309条 2項 11号，466条）。 

ただし，公開会社となる時点において，変更後の発行可能株式総数が発行済株式の総数

の 4倍を超えることはできない（会社法 113条 3項 2号）。 

本問において，別紙 3の第 2号議案の時点においては，変更後の発行可能株式総数が発

行済株式の総数の 4倍を超えることになるので，株式の譲渡制限の定款の定めの変更の登

記を申請することはできないが，別紙 5の第 1号議案の時点においては，変更後の発行可

能株式総数が発行済株式の総数の 4倍を超えることにならないので，株式の譲渡制限の定

款の定めの変更の登記を申請することができる。 

(2) 登録免許税 

金 3万円（登免法別表 1.24.(1)ツ） 

(3) 添付書類 

① 株主総会議事録（別紙 5 商登法 46条 2項） 

② 委任状（商登法 18条） 

 

４．発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の設定の登記 

(1) 各種類の株式の内容の設定（別紙 3 第 1号議案） 

剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その

他法務省令で定める事項の全部又は一部については，当該種類の株式を初めて発行する時

までに，株主総会（取締役会設置会社においては，株主総会又は取締役会）の決議によっ

て定める旨を定款で定めることができる。この場合においては，その内容の要綱を定款で

定めなければならない（会社法 108 条 3 項）。そこで，株主総会の特別決議による定款の

変更手続が必要となる（会社法 309条 2項 11号，466条）。 

そして，本問における決議は有効に決議要件を満たしている。よって，発行可能種類株

式総数及び発行する各種類の株式の内容の設定の登記の申請をすることになる。 

(2) 登録免許税 

金 3万円（登免法別表 1.24.(1)ツ） 

(3) 添付書類 

① 株主総会議事録（別紙 3 商登法 46条 2項） 

② 委任状（商登法 18条） 

 

５．発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更の登記 

(1) 各種類の株式の内容の変更（別紙 5 第 2号議案） 

定款において種類株式の内容の要綱を定めた後，当該種類の株式を発行する時までに株

主総会（取締役会設置会社にあっては，株主総会又は取締役会）の決議により具体的にそ
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の内容を定めた場合には，変更の登記を申請しなければならない。 

そして，本問における決議は有効に決議要件を満たしている。よって，発行可能種類株

式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更の登記の申請をすることになる。 

なお，種類株主総会において取締役又は監査役を選任することができる種類株式は，指

名委員会等設置会社及び公開会社は発行することができないところ（会社法 108条 1項柱

書ただし書，9号），本問会社は，当該決議時点では公開会社であるため（別紙 5 第 1号

議案参照），当該種類株式を発行できないので，発行する各種類の株式の内容として登記

申請することはできない。 

(2) 登録免許税 

金 3万円（登免法別表 1.24.(1)ツ） 

(3) 添付書類 

① 株主総会議事録（別紙 5 商登法 46条 2項） 

② 委任状（商登法 18条） 

 

６．兼任禁止規定違反の監査役の就任登記 

兼任禁止規定は欠格事由ではないため，兼任禁止に当たる者を監査役に選任しても当該

決議は無効となるものではない。ただし，兼任禁止に違反して就任した者は，前の職を辞

任したものを解される。なお，監査役白田雪子は再任ではないので，本人確認証明書の添

付が必要となる（商登規 61条 5項）。 

 

７．権利義務監査役の死亡による退任登記 

(1) 監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めを廃止した場合には，定款変更

の効力が生じた時に，監査役は任期満了により退任することになる（会社法 336 条 4 項 3

号）。もっとも，これにより監査役が欠けた場合又は会社法若しくは定款で定めた監査役

の員数が欠けた場合には，新たに選任された監査役が就任するまで，なお監査役として

の権利義務を有する（会社法 346 条 1 項）。しかし，監査役としての権利義務を有する者

も権利義務が解消した場合には本来の退任事由により退任登記をすることになる。この

場合，退任の年月日は，死亡日ではなく過去における本来の任期満了又は辞任について

の年月日を記載する（登研 325P.73）。 

監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めを廃止しているので（別紙 3 第

3 号議案），定款変更の効力が生じた時に，監査役は任期満了により退任することになる

が，監査役が欠けることになるため，退任した監査役は，なお監査役としての権利義務を

有することになる。よって，退任登記は申請することができない。もっとも，その後，赤

橋花子は，死亡しているため，権利義務が解消するので，任期満了による監査役赤橋花子

の退任登記を申請することとなる。 

(2) 登録免許税 
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金 1万円（登免法別表 1.24.(1)カ括弧書） 

(3) 添付書類 

① 株主総会議事録（別紙 3 商登法 46条 2項） 

② 委任状（商登法 18条） 

 

８．権利義務代表取締役の解任 

代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には，任期の

満了又は辞任により退任した代表取締役は，新たに選定された代表取締役が就任するまで，

なお代表取締役としての権利義務を有する（会社法 351 条 1 項）。そして，権利義務代表取

締役は解任することができず，解任の登記を申請することはできない（平元.9.5 民

4.3520）。 

本問において，丙野三郎は，権利義務代表取締役であるから，解任することはできない。

よって，代表取締役丙野三郎の解任の登記は申請することはできない。 

 

 

 


